
- 1 -

大学共同利用機関法人人間文化研究機構永年勤続者表彰規程

平成１７年 ３月１４日

規 程 第 ９ ５ 号

平成１８年 ３月３０日改正

平成２７年 ６月 ８日改正

（目的）

第１条 この規程は、人間文化研究機構職員就業規則（以下「就業規則」という。）の適

用を受ける者（研究教育職員を除く。以下「職員」という。）のうち、就業規則第３５

条第３号の規定に基づき、人間文化研究機構（以下「機構」という。）職員の永年勤続

の表彰に関する事項を定めることを目的とする。

(表彰を受ける者)

第２条 永年勤続の表彰（以下「表彰」という。)は、機構の職員であって、次の各号の一

に該当し、かつ勤務成績が良好である者について行う。

一 勤労感謝の日において、機構又は人間文化研究機構職員退職手当規程第１０条に規

定する法人等及び同規程第１３条に規定する国等の機関（以下「法人等及び国等の機

関」という。）における職員としての在職期間（以下「勤続期間」という。）が２０

年以上である者

二 退職（死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、次のいずれかに該当する

者

イ 勤続期間が２０年以上ある者のうち、前号に該当するものとして表彰を受けてい

ない者

ロ 勤続期間が３０年以上ある者

三 退職の日において、前号ロに掲げる者と同程度の勤続期間を有し、これを表彰すべ

き特別の事情があると認められる者

(表彰)

第３条 表彰は、１人の職員について１回とする。ただし、前条第１号に該当する者とし

て表彰された職員が、同条第２号ロ又は第３号に該当することとなった場合は、この限

りでない。

２ 職員が、機構以外の組織が実施する表彰でこの規程に相当すると認められる表彰を既

に受けている場合には、前条第１号に該当する者に対して行われた表彰とみなす。

(表彰状の授与)

第４条 表彰は、機構長が、別紙様式による表彰状を授与することによりこれを行う。

２ 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第５条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。

一 第２条第１号に該当する者 勤労感謝の日
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二 第２条第２号又は第３号に該当する者 退職の日

(勤続期間の計算)

第６条 勤続期間の計算は、機構の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月ま

での月数によるものとする。

２ 第２条の規定による勤続期間には、法人等及び国等の機関における在職期間を通算す

る。

３ 機構長の要請に応じ、法人等及び国等の機関に引き続いて勤務した職員が、当該法人

等及び国等の機関の職員から引き続いて再び機構の職員となった場合における職員とし

ての在職期間は、第２条第１号の在職期間に通算する。

（除算期間）

第７条 次の各号に掲げる期間は、勤続期間から除算する。

一 就業規則第１９条第１項第１号の規定に基づく休職の期間（業務上の負傷又は疾病

による休職の期間を除く。）は、その月数の２分の１に相当する期間

二 就業規則第３６条第２項第２号及び第３号に規定による減給又は停職とされた期間

（実施に関し必要な事項）

第８条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成１７年３月１４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

（表彰に係る経過措置）

２ この規程の適用日において、機構の職員である者に対する平成１６年３月３１日以前

に行われた機関の長による永年勤続の表彰は、第２条第１号に該当する者に対して行な

われた表彰とみなす。

（人事交流者の取扱い）

３ 法人等及び国等の機関から人事交流により採用された職員のうち、当該機関に復帰す

ることが予定されている者への本規程の適用は、人事交流の相手方となる法人等及び国

等の機関との協議により行う。

附 則

１ この規程は、平成１８年３月２０日から施行する。

２ 平成１６年４月１日以降に人間文化研究機構職員任免規程第７条の規定により機構本

部に採用された職員に授与する表彰状は、別紙様式中「にわたり」を「人間文化研究機

構に勤務し」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、平成２７年６月８日から施行する。
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